
○多様な保育サービスの提供                           ５７，８９６百万円 

家庭的保育事業（保育ママ）や一時預かり事業の拡充、地域の保育資源（事業所内保

育施設等）の活用など保育サービスの提供手段の多様化を図る。また、延長保育、病児・

病後児保育、休日保育など保護者の多様なニーズに応じた保育サービスを提供する。 

 

（２）総合的な放課後児童対策(｢放課後子どもプラン｣)の着実な推進 

２７，８５０百万円 
放課後児童クラブの受け入れ児童数の集中重点的な増加を図るとともに、大規模クラブ

（児童数７１人以上のクラブ）の解消を図る等の緊急重点整備を行う。 

また、放課後児童クラブと文部科学省が実施する「放課後子ども教室推進事業」を一体的

あるいは連携して実施する「放課後子どもプラン」の着実な推進を図る。 

 

 

２ 地域の子育て支援の推進 

《３１１，０９８百万円→３１１，３７４百万円》 
 

（１）すべての家庭を対象とした地域子育て支援対策の充実  ５８，９２６百万円 
○地域の特性や創意工夫を生かした子育て支援事業の充実 

（次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金））              ４０，０００百万円 

様々な子育て支援事業について、「子ども・子育て応援プラン」に掲げた目標の達成

に向けた着実な推進を図るとともに、地域力を活用した子育て支援に従事する者の養

成、ファミリー・サポート・センター事業における病児・病後児の預かりへの対応、都道府

県による待機児童解消に向けた市町村支援等、地域の子育て支援の推進を図る。 

 

【対象となる主な事業】 

・待機児童解消広域調整事業（新規）【再掲】 

待機児童解消に向けた市町村の取組事例の情報提供等地域の実情に応じた

取組を都道府県が支援するなど、自治体間の待機児童解消の取組を促す。 

 

・次世代育成支援の人材養成事業（新規） 

地域の様々な次世代育成支援の取組を把握し、親の子育てを支援するコーデ

ィネーターの養成及び地域子育て支援拠点事業や一時預かりなど地域で行わ

れる子育て支援事業に参画する者を養成する。 

 

・ファミリー・サポート・センター事業（拡充） 

  子育て中の労働者や主婦等を会員として、地域における育児の相互援助活動

を行うとともに、新たに、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預

かりなど多様なニーズに対応できるよう支援を行う。 

 

・生後４か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報

提供や養育環境等の把握を行う。 
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